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令和５年１２月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和５年１２月２２日（金曜日）議事開始  午前８時５０分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 稲田 優   竹下 助範  山下 正成  森永 良仁 

       新原 正次  岩屋 美智子 田中 雄策  栗下 章二 

前原 幸太郎 田上 みゆき 

 

【推進委員】 宮田 吉人  増田 賢造  津口 えりこ 坂元 清美 

  下原 小枝子 山野 真澄  杉元 義男  中津 ゆみ子 

  土器 三紀夫 中津 富夫  山口 長徳  鶴田 幸一 

  園田 義保  吐師 伸次郎 吉田 尚美  上村 ゆかり 

 

 

欠 席 委 員  

【農業委員】 なし 

【推進委員】 米倉 千春 

事務局職員  

       事務局長    押川 国智  事務局長補佐    大田黒 元 

   農地調整係長  塩入 友之  農地調整係主査   大園 あけみ 

  農地調整係主査 宮原 直子  農地調整係主任主事 馬越脇 浩 

 農地調整係主事 佐藤 純大  

 

  



2 

 

議   題  

    報告第１５号 農地等の合意解約について 

    議案第４７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第４８号 農用地利用集積計画について 

    議案第４９号 農用地利用集積等促進計画について 

    議案第５０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５１号 非農地証明願いについて 
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事務局長 それではただいまから令和５年１２月定例農業委員会総会を開催

いたします。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようござい

ます。ご着席ください。 

稲田会長 【あいさつ・・・・】 

稲田議長 次に委員の出席状況を報告いたします。米倉委員から本日の会議

に欠席する旨、届出がありましたので報告します。よってただ今の

出席者は、農業委員１０名、農地利用最適化推進委員１６名で定足

数に達しております。 

これより会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、竹

下会長代理と新原委員を指名いたします。 

 それでは、ただ今から今月の議事に入ります。報報告第１５号及

び議案第４７号から議案第５１号までを一括議題といたします。 

 事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長 （議案朗読） 

稲田議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。

まず、報告第１５号「農地等の合意解約について」事務局から説明

をお願いします。 

事務局  議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第１５号、農地等の合意解約についてご説明いた

します。議案書１ページをお開きください。今月の合意解約件数は

１３件です。２ページをご覧ください。令和５年１２月分の合意解

約一覧につきましては、ご覧のとおりでございます。今月の総会案

件と関連がないものについて順番にご説明いたします。 

整理番号１番は、借人から労力が不足するとの申し出により解約

するものです。 

整理番号２番は、借人の高齢化に伴い解約するものです。 

整理番号３番は、中間管理機構による貸付へ移行するため解約す
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るものです。 

整理番号７番は、耕作に不便なため解約するものです。 

整理番号８番は、借人の高齢化に伴い解約するものです。 

整理番号９番は、耕作に不便及び中間管理機構による貸付へ移行

するため解約するものです。 

整理番号１０番は、今後、借人が基盤法で購入するため解約する

ものです。 

整理番号１３番は、賃借料が見合わないため解約するものです。 

以上、ご報告いたします。 

稲田議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質問がないようですので、以上で報告を終わります。 

次に、議案第４７号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 議案第４７号「農地法第３条の規定による許可申請について」ご

説明いたします。３ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、

所有権移転９件、権利の設定２件、合計１１件となります。申請人

の住所・氏名は省略して、申請内容については、概略をご説明いた

します。それでは、「所有権移転」からご説明いたします。 

４ページになります。整理番号１番、畑１筆、２，０５１㎡の売買

です。価格は総額○○円です。備考欄のとおり増田委員の掘り起こ

しです。 

整理番号２番、次の５ページまでになります。畑６筆、１，６８７

㎡の売買です。価格は宅地とあわせ○○円です。 

整理番号３番、次の６ページまでになります。畑１筆、４５５㎡

の贈与です。 
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整理番号４番、田１筆、４１８㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号５番、次の７ページまでになります。田２筆、畑１筆、計

３筆の３７９㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号６番、畑１筆、２３５㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号７番、畑１筆、５８㎡の贈与です。 

次の８ページになります。整理番号８番、畑１筆、１１㎡の贈与

です。 

整理番号９番、畑１筆、４３７㎡の売買です。価格は総額○○円

です。これは備考欄のとおり、議案第５０号 農地法第５条の整理

番号２番の関連です。 

次、９ページの「権利の設定」に入ります。 

整理番号１番、田３筆、４，５７４㎡の賃貸借です。備考欄のとお

り相続人からの申し出です。 

整理番号２番、次の１０ページまでになります。田３筆、３，１３

７㎡の賃貸借です。同じく備考欄のとおり相続人からの申し出です。 

以上、所有権移転９件、権利の設定２件、合計１１件です。ご審議

方、よろしくお願いします。 

稲田議長 事務局の説明が終わりました。議案第４７号については、各担当

委員が現地確認等をしていただいております。 

土地の現地確認と申請人「受人」の確認をそれぞれお願いしてお

ります。各委員から報告をしていただきます。 

所有権移転、整理番号１番の土地及び、申請人「受人」の報告を増

田委員にお願いします。 

増田委員 議長。 

稲田議長 増田委員。 

増田委員 整理番号１番について報告します。申請地及びその周辺の状況で



6 

 

すが、申請地は山林に隣接した条件の悪い場所です。取得後は、露

地野菜等の作付けをされる予定です。受人は、稲作主体の兼業農家

で、後継者もいます。地域との調和については、所有農地の管理も

行き届いており、何ら問題ないと判断します。皆様のご審議をよろ

しくお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号２番の土地の報告を吉田委員に、申請人「受人」の

報告を事務局にお願いします。まずは、吉田委員にお願いします。 

吉田委員 議長。 

 吉田委員。 

吉田委員 整理番号２番の農地６筆について報告いたします。申請農地は、

１か所にかたまっており、○○自治会内にあります。基盤整備はさ

れてなく、申請農地の周辺は北側に太陽光、西側に大きな水路があ

り、他は宅地に囲まれています。日照は良いですが、接道、用排水は

悪いようで、現在の状況も何も作付けされてなく、荒れた状態でし

た。以上、報告いたします。 

稲田議長 次に、事務局にお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局  所有権移転、整理売番号２番の譲受人の状況を説明いたします。

申請者は、○○市に在住しておりますが、妻が母親の世話及び○○

運営のため、えびの市の申請人の実家に住んでおられます。譲受人

の世帯の営農状況は、稲作及び畑作をしている兼業農家であります。

また、現在公務員でありますが、後継者になる予定の方がいらっし

ゃるようです。農地取得後は、栗を栽培される予定です。現在の所

有農地は、妻とえびの市在住の弟と共に耕作管理しており、所有農

地の管理や地域との調和も何ら問題ないと判断いたします。皆様の

ご審議方お願いします。 

稲田議長 次に、整理番号３番の土地及び、申請人「受人」の報告を杉元委員
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にお願いします。 

杉元委員 議長。 

稲田議長 杉元委員。 

杉元委員 整理番号３番の農地と受人について報告をいたします。申請農地

は、○○自治会内にあり、○○の西側にあります。周辺は畑で、日

照、接道、排水、特に問題ありません。現在は耕運されており、取得

後は飼料を作付けするとの事でした。 

受人の営農状況は、稲作主体の専業農家でございます。後継者も

おり、所有農地の管理も行き届いていることから、特に問題ありま

せん。以上、ご報告いたします。 

稲田議長 次に、整理番号４番の土地及び、申請人「受人」の報告を吉田委員

にお願いします。 

吉田委員 議長。 

稲田議長 吉田委員。 

吉田委員 整理番号４番について報告いたします。申請農地は、○○自治会

内にあります。周辺一帯は基盤整備をされた水田です。日照は良好

です。接道はありますが、やや狭く感じました。用排水の状況は、排

水の出口がないようでした。現在管理はされていますが、作付けは

されていないようでした。 

受人は専業農家で、後継者もおり、所有農地や、畔や水路の管理

も適切に管理されており、問題ないと判断します。皆さんのご審議

方をお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号５番の土地を坂元委員に、申請人「受人」の報告を

鶴田委員にお願いします。まずは、坂元委員にお願いします。 

坂元委員 議長。 

稲田議長 坂元委員。 

坂元委員 整理番号５番の農地３筆について、ご報告いたします。申請農地

は、○○自治会内にあります。基盤整備はされていません。３筆の
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農地は細長い形状ですが、隣接する農地を受人の世帯が耕作されて

おり、１か所にまとめてあり、形状は良好です。申請農地の周辺状

況は、堤防沿いの下にあり、南側が道路、西側が宅地であとは水田

です。日照、接道、排水は良好ですが、用水が少し不良です。現在は

水稲が作付けされた後で、刈り取られた状況でした。以上、報告い

たします。 

稲田議長 次に、鶴田委員にお願いします。 

鶴田委員 議長。 

稲田議長 鶴田委員。 

鶴田委員 整理番号５番の受人について、報告いたします。受人は、○○自

治会に在り、稲作主体の専業農家です。後継者は、いらっしゃいま

せん。取得後は稲作であります。所有農地の畦畔の管理も良好であ

ります。また、地域との調和については、近隣農地の所有者に協力

していくのと事でした。皆様方のご審議方お願いいたします。 

稲田議長 次に、整理番号６番の土地を吐師委員に、申請人「受人」の報告を

園田委員にお願いします。まずは、吐師委員にお願いします。 

吐師委員 議長。 

稲田議長 吐師委員。 

吐師委員 整理番号６番の農地１筆について報告いたします。申請農地は、

○○自治会内にあります。基盤整備はされておりません。農地の形

状は少しせまいですが、四角のきれいな状態でした。周辺農地の周

辺は、南側に宅地があります。西側と北側は、農地が広がっており

ます。日照は、とても良い状況です。接道もあります。申請農地は、

一部里芋が作付けされていました。以上、報告します。 

稲田議長 次に、園田委員にお願いします。 

園田委員 議長。 

稲田議長 園田委員。 

園田委員 整理番号６番の受人について報告をいたします。受人は○○自治
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会に在住であります。営農状況は兼業農家と判断いたしました。稲

作、露地野菜等を作付けしながら、木材業、土木建設の請負などさ

れております。受人は、今回山林を購入したところ、隣接する畑ま

で処分をしたいと話があったので買うことになったという事であり

ました。受人は後継者もあります。この農地の取得後は、果実類を

作付けし、管理をしていくとの事でした。今回の件については、問

題ないと判断いたしましたので、ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

稲田議長 次に、整理番号７番と８番の土地を栗下委員に、申請人「受人」の

報告を山口委員にお願いします。まずは、栗下委員にお願いします。 

栗下委員 議長。 

稲田議長 栗下委員。 

栗下委員 それでは、整理番号７番と８番について報告します。農地は、元

○○がある場所です。受人が家庭菜園として利用していくとのこと

でした。 

稲田議長 次に、山口委員にお願いします。 

山口委員 議長。 

稲田議長 山口委員。 

山口委員 整理番号７番と８番の受人ついて報告いたします。○○自治会に

住んでおられます。受人は農地を所有していませんが、以前は、○

○業をされ農地を持っておられました。７番、８番ともに狭いこと

や、所有者が高齢で管理できないため、引きと取ってほしいと話が

あったという事です。取得後は、春菊を中心に楽しみながら家庭菜

園として管理していくとの事です。以上、報告をいたします。皆様

のご審議方よろしくお願いします。 

稲田議長 次に、整理番号９番の土地を栗下委員に、申請人「受人」の報告を

坂元委員にお願いします。まずは、栗下委員にお願いします。 

栗下委員 議長。 
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稲田議長 栗下委員。 

栗下委員 整理番号９番について説明いたします。申請農地は、○○自治会

内にあります。以前は遊休化しており、材木等がおいてありました

が、今は除いてしっかりと管理されておりました。 

稲田議長 次に、坂元委員にお願いします。 

坂元委員 議長。 

稲田議長 坂元委員。 

坂元委員 整理番号９番の受人について報告いたします。受人の営農状況は、

建設業との兼業農家で、後継者もおられます。取得後は、露地野菜

を作付けされるとの事です。地域との調和につきましては、周囲に

迷惑をかけないように管理し、周辺農家に方々とも協力していくこ

とですので、何ら問題ないと判断いたします。皆様のご審議方よろ

しくお願いします。 

稲田議長 次に、「権利の設定」１番と２番の土地及び、申請人「受人」の報

告を宮田委員にお願いします。 

宮田委員 議長。 

稲田議長 宮田委員。 

宮田委員 整理番号１番と２番について報告します。１番と２番の申請農地

につて報告します。申請農地は○○自治会内にあります。基盤整備

は済んでいません。土地の形状は四角形です。南側が山林ですが、

木が伐採されており、非常に明るい状況です。北側は宅地となって

います。日照、接道、用排水ともに良好です。 

１番の受人の状況は、水稲と施設園芸の専業農家です。施設では、

トマトやネギ等を栽培され市場へ出荷されています。地域との調和

についても何ら問題ありません。 

２番の受人の状況について報告します。繁殖牛主体の専業農家で

す。水稲の作付や預託牛も飼養されています。地域との調和につい

ても何ら問題ありません。みなさものご審議方よろしくお願いしま
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す。 

稲田議長 各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠

の説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から

第５号まで、事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題

ございませんでした。 

農地法第３条第２項第６号につきましては、委員の皆さまから事

前調査の報告がありましたとおり、地域との調和要件など、問題は

ないということでございます。 

従いまして、計１１件につきましては、農地法第３条第２項各号

に該当しないため、許可要件をすべて充たしていると考えます。以

上ご報告いたします。 

稲田議長  ただいま、各委員及び事務局より説明がありました。 

これより、議案第４７号の審議に入ります。各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第４７号は、原案のとおり承認すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

次に議案第４８号「農用地利用集積計画について」を議題といた

します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 それでは議案第４８号「農用地利用集積計画について」説明しま
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す。 

今月の計画件数は、所有権移転４件となっております。申出人の

住所・氏名、備考欄につきましては、特記事項のみを説明し、他は省

略させていただきます。また、法人の場合は、年齢が空欄となりま

す。 

整理番号１番、田１４筆、６，０４０㎡の売買です。価格は総額○

○円です。○○事業の農地で仮地番は○○です。山口委員の掘り起

こしです。 

整理番号２番、田２筆、４，０１０㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号３番、田１筆、７７３㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号４番、田６筆、畑１筆、１２，５５６㎡の売買です。価格

は総額○○円です。 

以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、利用権設

定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、

農作業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法等の一部

を改正する法律による、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

稲田議長 ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第４８号

の審議に入ります。整理番号３番の譲受人は、土器委員であります。

農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき土器委員の退席

を求めて審議します。土器委員の退席をお願いします。 

 （土器委員退席） 

稲田議長 それでは、整理番号３番について各委員の質疑を求めます。質疑

はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 
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稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号３番は、原案のとおり承認すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。土

器委員の退席を解きます。 

 （土器委員着席） 

稲田議長 それでは、整理番号３番を除く議案第４８号の審議に入ります。

各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号３番を除く議案第４８号は、原案の

とおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議

案第４８号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知しま

す。 

次に議案第４９号「農用地利用集積等促進計画について」を議題

といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 議案第４９号「農用地利用集積等促進計画について」説明します。

１９ページをご覧ください。今月の計画件数は７０件です。申出人

の住所・氏名・借賃、備考欄につきましては、特記事項のみを説明

し、他は省略させていただきます。 

それでは２０ページをご覧ください。整理番号１番、田２筆、３，

０８８㎡の賃貸借です。 

整理番号２番、田１筆、１８１㎡の賃貸借です。 



14 

 

整理番号３番、田３筆、３，９９１㎡の賃貸借です。 

整理番号４番、田２筆、３，２２８㎡の賃貸借です。 

整理番号５番、田１筆、２，０１６㎡の賃貸借です。 

整理番号６番、田１筆、１，０２７㎡の賃貸借です。 

整理番号７番、田２筆、９７９㎡の賃貸借です。 

整理番号８番、田１筆、１，００６㎡の賃貸借です。 

２０ページから２１ページをご覧ください。整理番号９番、田４

筆、２，３８７㎡の使用貸借です。 

整理番号１０番、田２筆、１，３６３㎡の使用貸借です。 

整理番号１１番、田２筆、１，０７６㎡の使用貸借です。 

整理番号１２番、田２筆、２，０６２㎡の賃貸借です。 

整理番号１３番、田１筆、４７６㎡の賃貸借です。 

整理番号１４番、畑１筆、１，２８５㎡の賃貸借です。 

整理番号１５番、畑１筆、１，７３９㎡の賃貸借です。 

整理番号１６番、畑３筆、３，０３３㎡の賃貸借です。 

整理番号１７番、畑１筆、１，５２３㎡の賃貸借です。 

整理番号１８番、畑３筆、１，７００㎡の賃貸借です。 

２２ページをご覧ください。整理番号１９番、畑１筆、３，０６３

㎡の賃貸借です。 

整理番号２０番、畑１筆、２８２㎡の賃貸借です。 

整理番号２１番、田３筆、４，６５８㎡の使用貸借です。 

整理番号２２番、田１筆、２，２７３㎡の使用貸借です。 

整理番号２３番、田５筆、７，９７３㎡の賃貸借です。 

整理番号２４番、田３筆、６，４２９㎡の賃貸借です。 

整理番号２５番、田１筆、５００㎡の賃貸借です。 

整理番号２６番、田１筆、１，８７３㎡の賃貸借です。 

２２ページから２３ページをご覧ください。整理番号２７番、田

４筆、３，５２９㎡の賃貸借です。 
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整理番号２８番、畑４筆、田１０筆、合計１４筆、１１，７６３㎡

の賃貸借です。 

整理番号２９番、畑１筆、田１筆、合計２筆、１，４４７㎡の賃貸

借です。 

整理番号３０番、畑１筆、３，９１４㎡の賃貸借です。 

２３ページから２４ページをご覧ください。整理番号３１番、田

６筆、７，０６０㎡の賃貸借です。 

整理番号３２番、田１筆、１，９９１㎡の賃貸借です。 

整理番号３３番、田７筆、８，０６９㎡の賃貸借です。 

整理番号３４番、田２筆、３，５３６㎡の賃貸借です。 

整理番号３５番、田１筆、１，２００㎡の賃貸借です。 

２４ペーから２５ページをご覧ください。整理番号３６番、田６

筆、９，８５２㎡の賃貸借です。 

整理番号３７番、田１２筆、１５，１６８㎡の賃貸借です。 

整理番号３８番、田１筆、１，０１３㎡の賃貸借です。 

整理番号３９番、畑１筆、１，６７１㎡の賃貸借です。 

整理番号４０番、田２筆、３，７５４㎡の賃貸借です。 

整理番号４１番、田１筆、５００㎡の賃貸借です。 

２５ページから２６ページをご覧ください。整理番号４２番、田

６筆、４，４３０㎡の賃貸借です。 

整理番号４３番、田６筆、４，８３３㎡の賃貸借です。 

整理番号４４番、田２筆、１，６０６㎡の賃貸借です。 

整理番号４５番、田２筆、２，０８４㎡の賃貸借です。 

整理番号４６番、田１筆、１，６７３㎡の賃貸借です。 

整理番号４７番、田１筆、２，４３５㎡の賃貸借です。 

２６ページから２７ページをご覧ください。 

整理番号４８番、田４筆、１，１０１㎡の賃貸借です。 

整理番号４９番、田１筆、１，４７３㎡の賃貸借です。 
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整理番号５０番、田２筆、２，００２㎡の賃貸借です。 

整理番号５１番、田１筆、５０７㎡の賃貸借です。 

整理番号５２番、田１筆、９９７㎡の賃貸借です。 

整理番号５３番、田９筆、４，３３０㎡の賃貸借です。 

整理番号５４番、田１筆、８，９８９㎡の賃貸借です。 

整理番号５５番、田１筆、６，８７４㎡の賃貸借です。 

２７ページから２８ページをご覧ください。整理番号５６番、畑

１筆、３，６６９㎡の賃貸借です。 

整理番号５７番、畑６筆、３，３４９㎡の賃貸借です。 

整理番号５８番、畑１筆、４８６㎡の賃貸借です。 

整理番号５９番、畑１筆、１，１０４㎡の賃貸借です。 

整理番号６０番、畑２筆、２，１１５㎡の賃貸借です。 

整理番号６１番、田２筆、４，５３４㎡の賃貸借です。 

整理番号６２番、田２筆、１，１８８㎡の賃貸借です。 

整理番号６３番、田３筆、１，７２３㎡の賃貸借です。 

２８ページから２９ページをご覧ください。整理番号６４番、田

２筆、２，０３０㎡の賃貸借です。 

整理番号６５番、畑４筆、４，７７５㎡の賃貸借です。 

整理番号６６番、田２筆、２，４７８㎡の賃貸借です。 

整理番号６７番、畑１筆、１，０２８㎡の賃貸借です。 

整理番号６８番、田１筆、１，０７２㎡の賃貸借です。 

整理番号６９番、田２筆、１，７８９㎡の賃貸借です。 

整理番号７０番、田６筆、７，１１３㎡の賃貸借です。 

以上、本計画において、賃借権の設定等を受ける者は、賃借権の

設定等を受けた後に、農用地のすべてを効率的に利用して耕作する

こと及び、農作業に常時従事することなど何ら問題ないと考えます。

皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

稲田議長 ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第４９号
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の審議に入ります。 

整理番号１１番の出し手、受け手共に、吉田委員の同居する親族

であります。農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき吉

田委員の退席を求めて審議します。吉田委員の退席をお願いします。 

 （吉田委員退席） 

稲田議長 それでは、整理番号１１番について各委員の質疑を求めます。質

疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号１１番は、原案のとおり承認するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。吉

田委員の退席を解きます。 

 （吉田委員着席） 

稲田議長 次に、整理番号１４番の出し手は、中津富夫委員の同居する親族

であります。また整理番号２４番の受け手は、中津富夫委員であり

ます。農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき中津富夫

委員の退席を求めて審議します。中津富夫委員の退席をお願いしま

す。 

 （中津富夫委員退席） 

稲田議長 それでは、整理番号１１番と２４番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮お諮りいたします。整理番号１４番と２４番は、原案のとお

り承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 
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稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。中

津富夫委員の退席を解きます。 

 （中津富夫委員着席） 

稲田議長 次に、整理番号３８番の受け手と整理番号５６番の出し手は、栗

下委員であります。農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基

づき栗下委員の退席を求めて審議します。栗下委員の退席をお願い

します。 

 （栗下委員退席） 

稲田議長 それでは、整理番号３８番と５６番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号３８番と５６番は、原案のとおり承

認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。栗

下委員の退席を解きます。 

 （栗下委員着席） 

稲田議長 次に、整理番号７０番の受け手は、土器委員であります。農業委

員会等に関する法律第３１条の規定に基づき土器委員の退席を求め

て審議します。土器委員の退席をお願いします。 

 （土器委員退席） 

稲田議長 それでは、只今から整理番号７０番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号７０番は、原案のとおり承認するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 
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 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。土

器委員の退席を解きます。 

 （土器委員着席） 

稲田議長 それでは、整理番号１１番、１４番、２４番、３８番、５６番及び

７０番を除く議案第４９号の審議に入ります。各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。整理番号１１番、１４番、２４番、３８番、５

６番及び７０番を除く議案第４９号は、原案のとおり承認すること

に賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議

案第４９号については、原案のとおり宮崎県農業振興公社に農用地

利用促進計画の作成を要請します。 

ここでしばらく休憩します。１０時００分に再開します。 

 （休憩） 

稲田議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」と、議案第５１号「非農地証明願いについて」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請について」ご

説明いたします。３０ページをお開きください。今月の許可申請件

数は２件です。申請人等の住所氏名、立地基準については省略させ

ていただきます。 
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３１ページをお開きください。整理番号１番、申請地は大字○○、

畑１筆、４８０㎡を一般個人住宅として申請するものです。農地区

分は第一種農地ですので原則転用不可ですが、不許可の例外規定で

ある集落接続要件を満たすため、転用可能となります。 

権利関係は売買です。事業費につきましては、土地取得費○○円、

造成費○○円、建設費○○円、合計○○円のうち○○円を自己資金、

残る○○円を融資により対応されます。 

生活排水については合併浄化槽にて処理後、雨水と共に東側、側

溝にて処理します。  

整理番号２番、申請地は大字○○、畑１筆、６２０㎡を農業用倉

庫として追認申請するものです。申請人から顛末書の提出がござい

ます。 

農地区分は第一種農地ですので原則転用不可ですが、不許可の例

外規定である農業用施設に該当するため、転用可能となります。権

利関係は売買です。 

事業費につきましては、土地取得費○○円、倉庫改修費○○円、

合計○○円を自己資金により対応されます。 

建物及び、敷地内の雨水については従来通り、自然地下浸透にて

処理します。 

議案第５１号「非農地証明願いについて」ご説明いたします。３

２ページをお開きください。今月の証明願い件数は３件でございま

す。申出人の住所氏名、立地基準については省略させていただきま

す。 

３３ページをお開きください。整理番号１番、場所が大字○○、

畑２筆、１４，５１１㎡です。申請理由は山林です。 

整理番号２番、場所が大字○○、畑２筆、３，４９４㎡です。申請

理由は山林です。 

整理番号３番、場所が大字○○、畑１筆、７００㎡です。申請理由
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は山林です。 

以上、ご審議方よろしくお願い致します。 

稲田議長 事務局の説明が終わりました。議議案第５０号と５１号について

は、１２月２１日に、第３小委員会で審議がされておりますので、

ここで第３小委員長から報告をお願いします。 

栗下第３小委員長 議長。 

稲田議長 栗下第３小委員長。 

栗下第３小委員長 それでは、第３小委員会の報告を行います。 

会長から招集を受けまして、１２月２１日に、委員１０名、事務

局３名の計１３名の出席のもと、第３小委員会を開催いたしました。

今回の議案は、５条申請２件、非農地証明願い３件でございます。 

議案第５０号、農地法第５条申請の整理番号１番についてご説明

いたします。場所は○○地区です。○○から北に約５００ｍのとこ

ろに位置します。譲受人は今回、市外から移住し、家族と住む家を

建築したいと考えていたところ、譲渡し人の承諾を得たため申請す

るものです。申請地の状況は、東側・北側は道路、西側・南側は畑に

接しております。周囲の農地への影響はないと判断し、その他、特

に問題は見当たりませんでした。 

続いて、整理番号２番について説明します。場所は、○○地区で

す。○○公民館から南に９００ｍのところに位置します。 

譲受人は今回、申請地に隣接する宅地と農地を含めて一体的に譲

り受け、既存の倉庫部分を改修しようとしたところ、農地のままで

あることが判明したため、追認申請するものです。申請地の状況と

しては、東側は田、西側は畑、南側は水路、北側は宅地に接しており

ます。周囲の農地への影響はないと判断し、その他、特に問題は見

当たりませんでした。 

議案第５１号、非農地証明願いについてご説明いたします。 

整理番号１番、申請地区は○○地区でございます。現況は山林と
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なります。その土地の周囲の状況から見て、その土地を農地として

復元しても継続して利用することができないと判断しました。その

他、特に問題は見当たりませんでした。 

整理番号２番、３番については、市の公用車では行くことが出来

ませんでしたので、事務局が用意した航空写真や現況写真を見て、

その土地を農地として復元しても継続して利用することができない

と判断しました。 

以上、第３小委員会は、慎重、審議しました結果、５条申請２件、

非農地証明願い３件については、全会一致で許可相当及び非農地と

してやむを得ないと判断いたしました。 

皆さまのご審議をお願いしまして、第３小委員会の報告を終わり

ます。 

稲田議長 続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局 議長。 

稲田議長 事務局。 

事務局 判断根拠をご説明いたします。農地法第５条の規定による転用許

可申請において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査し

た結果問題ございませんでした。立地基準につきましても小委員長

報告にありましたとおり問題ないとのことでございます。また、非

農地証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要領及び市農業

委員会非農地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたしま

す。よりまして、今月の議案第５０号から第５１号の計５件につき

ましては、転用許可基準及び、非農地判断基準を全て満たしている

と判断いたします。以上でございます。 

稲田議長 ただいま、第３小委員長報告及び事務局の説明がありました。 こ

れより審議に入ります。議案第５０号と議案第５１号の審議に入り

ます。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 
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稲田議長 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。議案第５０号

と議案第５１号に対する第３小委員長の判断は、許可相当でありま

す。また、事務局の判断も許可相当であります。お諮りいたします。 

議案第５０号と議案第５１号は、原案のとおり承認することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

稲田議長 全員賛成と認めます。議案第５０号は、原案のとおり、許可相当

として知事に意見書を送付いたします。また、議案第５１号は、お

諮りのとおり決定いたします。 

以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

  

  

 終了時間 午前１０時１５分 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


